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い
協
議
書
に
お
い
て
は
、
中
国
の
経
済
発
展
を

踏
ま
え
、
こ
れ
か
ら
は
ハ
イ
テ
ク
・
先
端
産
業

を
取
り
込
ん
だ
枠
組
に
し
た
い
と
い
う
強
い
要

望
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

新
し
い
協
議
書
は
、
16
年
11
月
北
京
で
開

催
さ
れ
た
第
21
回
日
中
セ
ミ
ナ
ー
の
際
、
宮

原
会
長
と
林
副
主
任
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た

が
、そ
の
内
容
は
、中
国
側
の
要
望
を
反
映
し
、

日
本
側
も
そ
れ
に
積
極
的
に
応
ず
る
も
の
に
な

っ
た
。

　

従
来
の
国
際
民
商
事
法
セ
ン
タ
ー
の
活
動

は
、
そ
の
成
立
ち
か
ら
、
法
務
省
お
よ
び
外

務
省
と
そ
の
関
係
団
体
と
の
密
接
な
協
力
の

下
で
進
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

新
し
い
協
議
書
で
は
、
そ
こ
か
ら
一
歩
を
踏
み

出
し
た
活
動
と
組
織
体
制
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
日
中
経
済
協
会
に
、
日
中
セ
ミ

ナ
ー
へ
の
協
力
を
お
願
い
し
た
の
は
、
こ
の
よ

う
な
経
緯
か
ら
で
あ
っ
た
。
日
中
経
済
協
会
に

は
、
情
況
を
よ
く
御
理
解
い
た
だ
き
、
第
22

回
日
中
セ
ミ
ナ
ー
の
共
催
者
と
し
て
参
画
し

日
中
民
商
事
法
セ
ミ
ナ
ー
の
こ
れ
ま
で

　

日
中
民
商
事
法
セ
ミ
ナ
ー
の
成
立
、
発

展
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
別
途
、
本
誌

2
0
1
7
年
12
月
号
に
「
日
中
民
商
事
法
セ

ミ
ナ
ー
の
歩
み
と
新
展
開
」
と
し
て
紹
介
し
て

お
り
、
若
干
重
複
に
な
る
が
、
便
宜
上
、
要

約
し
て
説
明
し
た
い
。

　

公
益
財
団
法
人
国
際
民
商
事
法
セ
ン
タ
ー

は
、
日
本
国
政
府
に
よ
る
ア
ジ
ア
発
展
途
上
国

へ
の
法
整
備
支
援
事
業
を
民
間
か
ら
支
え
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
1
9
9
6
年
に
設
立
さ
れ

た
。
会
員
は
日
本
企
業
が
中
核
と
な
り
、
豊

田
章
一
郎
氏
（
ト
ヨ
タ
自
動
車
会
長
）、
三
ヶ

月
章
氏
（
元
法
務
大
臣
・
東
京
大
学
名
誉
教

授
）
を
特
別
顧
問
に
、

伊
藤
正
氏
（
住
友
商

事
相
談
役
）
を
会
長
、

岡
村
泰
孝
氏
（
元
検

事
総
長
）
を
理
事
長

と
し
て
発
足
し
た
。

て
い
た
だ
い
た
。

開
催
の
延
期

　

こ
の
よ
う
な
次
第
で
、今
回
の
セ
ミ
ナ
ー
は
、

中
国
の
経
済
発
展
情
況
に
即
応
し
た
も
の
に
し

た
い
と
い
う
中
国
側
の
要
望
を
で
き
る
限
り
取

り
入
れ
た
、
日
中
経
済
協
会
と
国
際
民
商
事

法
セ
ン
タ
ー
が
協
働
す
る
、
新
し
い
取
り
組
み

に
な
っ
た
。

　

テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
、
中
国
側
と
協
議
を
重

ね
、
一
つ
は
、「
知
的
財
産
権
の
保
護
」
と
し

て
国
際
民
商
事
法
セ
ン
タ
ー
が
主
と
し
て
担

当
し
、も
う
一つ
は
「
デ
ジ
タ
ル
経
済
」
と
し
て
、

日
中
経
済
協
会
が
主
と
し
て
担
当
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
し
て
、
私
が
総
合
司
会
と
総
括
を

受
け
持
っ
て
全
体
の
会
議
を
ま
と
め
る
役
割
を

務
め
た
。
元
々
、
第
22
回
セ
ミ
ナ
ー
は
17
年

中
に
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
中

国
側
の
事
情
で
再
三
の
延
期
を
余
儀
な
く
さ

れ
、
今
回
よ
う
や
く
開
催
に
こ
ぎ
つ
け
た
の
で

あ
っ
た
。

現
在
は
宮
原
賢
次
氏
（
住
友
商
事
名
誉
顧
問
）

が
会
長
を
、
大
野
恒
太
郎
氏
（
元
検
事
総
長
）

が
理
事
長
を
務
め
て
い
る
。

　

中
国
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
、
国
家
経
済
体

制
改
革
委
員
会
（
現
・
国
家
発
展
改
革
委
員

会
）
と
の
間
で
協
議
書
を
締
結
し
、
そ
れ
に

基
づ
き
、
96
年
以
来
、
開
催
場
所
を
日
中
交

互
に
し
て
、
22
年
に
わ
た
り
、
途
切
れ
る
こ
と

な
く
日
中
民
商
事
法
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
て
い

る
。
セ
ミ
ナ
ー
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
開
催

地
国
が
提
案
し
、
相
手
国
の
意
見
を
聞
い
て
、

最
終
的
に
は
合
意
の
上
決
定
す
る
と
い
う
や
り

方
で
、
そ
の
時
々
の
時
宜
に
応
じ
た
民
商
事
法

関
連
の
テ
ー
マ
が
選
ば
れ
て
い
た
。

ハ
イ
テ
ク
分
野
へ
の
展
開
と
日
中
経
済

協
会
と
の
共
催

　

14
年
、
杜
鷹
氏
に
代
っ
て
、
林
念
修
氏
が

国
家
発
展
改
革
委
員
会
の
副
主
任
に
就
任
さ

れ
、
こ
の
日
中
セ
ミ
ナ
ー
に
新
た
な
変
化
が
生

じ
た
。
時
あ
た
か
も
、
協
議
書
の
改
訂
時
期

に
あ
た
っ
て
い
た
。
林
副
主
任
か
ら
は
、
新
し

第
22
回
日
中
民
商
事
法
セ
ミ
ナ
ー
報
告

FOCUS
■
小
杉
丈
夫
　
公
益
財
団
法
人
国
際
民
商
事
法
セ
ン
タ
ー 

理
事・弁
護
士

1
9
9
6
年
以
来
22
年
間
続
く
日
中
民
商
事
法
セ
ミ
ナ
ー
は
、
本
年
度
よ
り
そ
の
取
り
扱
い
テ
ー
マ
に
「
ハ
イ
テ
ク

分
野
に
関
す
る
交
流
」を
加
え
て
2
部
構
成
と
な
っ
た
。
今
年
7
月
に
開
催
さ
れ
た
第
22
回
日
中
民
商
事
法
セ
ミ
ナ
ー

の
概
要
を
レ
ポ
ー
ト
す
る
。（
本
セ
ミ
ナ
ー
の
詳
細
記
録
は
、
国
際
民
商
事
法
セ
ン
タ
ー
の
W
E
B
に
掲
載
さ
れ
る
予

定
な
の
で
併
せ
て
参
照
願
い
た
い
。）

総合司会を務める筆者・小杉丈夫
国際民商事法センター理事

日時 2018 年 7 月 31 日
13：00 〜 18：00

場所 東京・赤坂インターシティ
AIR

主催
公益財団法人国際民商事法
センター、中華人民共和国
国家発展改革委員会

共催 法務省法務総合研究所、
一般財団法人日中経済協会

後援
日本貿易振興機構（ジェト
ロ）、中華人民共和国駐日本
国大使館
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第
22
回
セ
ミ
ナ
ー「
知
的
財
産
権
の
保

護
」と「
デ
ジ
タ
ル
経
済
」

　

新
協
議
書
の
下
で
の
、
国
家
発
展
改
革
委

員
会
、
日
中
経
済
協
会
、
国
際
民
商
事
法
セ

ン
タ
ー
の
実
質
的
共
同
事
業
と
し
て
の
初
め
て

の
日
中
民
商
事
法
セ
ミ
ナ
ー
は
、
大
き
な
成

果
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
林
念
修
副
主

任
は
、
開
会
の
あ
い
さ
つ
に
お
い
て
、
18
年
が

日
中
平
和
友
好
条
約
40
周
年
、
平
和
と
発
展

の
た
め
の
友
好
協
力
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
構

築
に
関
す
る
日
中
共
同
宣
言
20
周
年
、「
戦
略

的
互
恵
関
係
」
の
包
括
的
推
進
に
関
す
る
日

中
共
同
声
明
10
周
年
に
あ
た
る
こ
と
に
言
及

さ
れ
た
が
、
今
回
の
セ
ミ
ナ
ー
は
、
ま
さ
に
そ

の
節
目
の
年
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
な
っ
た
。

　

セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
て
の
感
想
を
い
く
つ
か

述
べ
て
み
た
い
。
テ
ー
マ
の
一つ
で
あ
る
「
知
的

財
産
権
の
保
護
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の

中
国
の
発
言
は
、
中
国
の
対
策
の
手
ぬ
る
さ
に

対
す
る
批
判
へ
の
防
禦
的
な
姿
勢
が
目
立
っ
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
回
は
、
法
律
や
行
政

シ
ス
テ
ム
の
整
備
、
知
財
法
院
の
設
置
、
国

際
ル
ー
ル
の
遵
守
、
懲
罰
賠
償
の
拡
大
な
ど
、

知
財
権
保
護
体
制
の
整
備
の
現
状
と
進
展
に

自
信
を
示
し
、
む
し
ろ
、
こ
れ
か
ら
は
知
財
権

の
保
護
を
も
っ
て
、
一
帯
一
路
な
ど
第
三
国
へ
の

進
出
の
有
効
な
ツ
ー
ル
と
し
て
活
用
し
て
い
こ

う
と
い
う
中
国
の
新
し
い
姿
勢
が
見
え
た
の
は

印
象
的
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
も
う
一
つ
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
デ
ジ

タ
ル
経
済
」
に
つ
い
て
、
林
副
主
任
は
冒
頭
あ

い
さ
つ
の
な
か
で
、
中
国
が
日
本
の
は
る
か
先

を
行
っ
て
猛
烈
な
ス
ピ
ー
ド
で
変
革
が
進
ん
で

い
る
現
状
を
紹
介
さ
れ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
中
国
で
は
、
①
情
報
イ
ン
フ
ラ

の
レ
ベ
ル
が
安
定
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②

ｅ
コ
マ
ー
ス
な
ど
新
し
い
業
態
の
発
展
が
あ
る

こ
と
、
③
デ
ジ
タ
ル
経
済
と
従
来
の
分
野
の
融

合
が
進
み
つ
つ
あ
る
こ
と
、
例
え
ば
企
業
の
生

産
方
式
、
組
織
の
あ
り
方
、
組
織
管
理
の
あ

り
方
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
変
革
な
ど
が
進
ん

で
い
る
等
が
述
べ
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

同
時
に
、
こ
れ
ら
諸
改
革
の
融
合
や
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
が
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
産
業
の

転
換
で
は
痛
み
を
伴
う
経
済
活
動
の
プ
レ
ー
ヤ

ー
の
責
任
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
な
ど
も
、
中

国
が
抱
え
る
問
題
点
と
し
て
率
直
に
語
ら
れ
た

の
で
あ
っ
た
。

新
た
な
展
開
に
向
け
て

　

今
回
の
日
中
セ
ミ
ナ
ー
は
、
新
協
議
書
の

下
で
の
初
め
て
の
セ
ミ
ナ
ー
で
あ
っ
た
が
、
成

果
の
中
に
も
多
く
の
課
題
を
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
た
。
何
よ
り
も
、
日
中
間
に
生
ず
る
ビ

ジ
ネ
ス
上
の
問
題
が
、
伝
統
的
な
法
律
や
法

制
度
の
枠
を
こ
え
て
、
経
済
、
そ
し
て
Ａ
Ｉ
の

よ
う
な
技
術
の
発
展
と
複
合
的
に
渾
然
一
体
と

し
て
提
起
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
た
こ
と
を
、
あ

ら
た
め
て
強
く
実
感
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

中
国
の
発
展
の
ス
ピ
ー
ド
に
、
日
本
側
の
企
画

立
案
や
実
施
の
体
制
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
こ

と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
今
回
は
、
国
際
民
商

事
法
セ
ン
タ
ー
と
日
中
経
済
協
会
と
の
分
担
、

協
働
と
い
う
形
で
何
と
か
乗
り
こ
え
た
が
、
将

来
を
考
え
る
と
、
両
者
の
間
に
さ
ら
に
深
い
連

携
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
実
感
し
た
。

　

折
し
も
、
9
月
3
日
に
は
東
京
の
都
市
セ
ン

タ
ー
ホ
テ
ル
で
、
上
海
交
通
大
学
日
本
研
究

セ
ン
タ
ー
（
主
任
・
季
衛
東
教
授
）
と
日
本

の
企
業
法
務
部
の
団
体
で
あ
る
経
営
法
友
会
、

商
事
法
務
研
究
会
が
中
核
と
な
っ
た
第
1
回

日
中
企
業
法
務
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
開
催
さ
れ
た
。

国
際
民
商
事
法
セ
ン
タ
ー
も
主
催
者
の
一
員
と

し
て
参
画
し
た
。

　

国
際
民
商
事
法
セ
ン
タ
ー
は
会
員
こ
そ
日

本
企
業
で
あ
る
が
、
そ
の
活
動
は
J
I
C
A

を
介
し
て
の
日
本
政
府
と
中
国
国
家
発
展
改

革
委
員
会
と
の
間
の
、
い
わ
ば
、
官
・
官
の
色

彩
が
強
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
中
企
業
フ
ォ

ー
ラ
ム
は
、
日
中
両
国
の
企
業
法
務
部
同
士

の
純
粋
な
民
・
民
の
日
中
交
流
で
あ
る
。
日
中

の
経
済
関
係
の
深
ま
り
を
見
る
と
、
こ
れ
か
ら

は
、
ビ
ジ
ネ
ス
環
境
整
備
の
た
め
の
法
律
の
議

論
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
日
本
企

業
の
積
極
的
な
関
与
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
意

味
で
、
第
１
回
の
日
中
企
業
法
務
フ
ォ
ー
ラ
ム

が
東
京
で
開
催
さ
れ
た
の
は
画
期
的
な
こ
と
で

あ
っ
た
。
中
国
の
発
展
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
見
る

と
、
現
状
の
よ
う
な
個
別
の
日
中
交
流
の
寄
せ

集
め
と
い
う
、
日
本
側
の
体
制
で
は
対
処
で
き

な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
危
惧
し
て
い
る
。

　

中
国
が
打
ち
出
し
て
い
る
一
帯
一
路
の
ス
ロ

ー
ガ
ン
は
日
中
企
業
が
手
を
た
ず
さ
え
て
、
第

三
国
で
活
動
す
る
時
代
が
す
ぐ
近
く
に
せ
ま
っ

て
い
る
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
。
10
月
に
は
、
安

倍
総
理
の
訪
中
に
合
わ
せ
て
、
北
京
で
「
日

中
第
三
国
市
場
協
力
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が
開
催

さ
れ
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
日
本
、
中
国
の
市
場

だ
け
で
な
く
、
第
三
国
市
場
で
の
日
中
企
業
の

協
働
と
い
う
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
場
展
開
を
見

据
え
た
法
律
・
経
済
分
野
で
の
協
力
を
視
野

に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
国
市
場
で

の
活
動
と
な
れ
ば
、
日
本
企
業
が
直
面
す
る

法
的
リ
ス
ク
を
は
じ
め
と
す
る
、
種
々
の
リ
ス

ク
と
そ
の
対
策
の
必
要
性
は
、
飛
躍
的
に
増
大

す
る
こ
と
に
な
る
。

　

私
共
、
国
際
民
商
事
法
セ
ン
タ
ー
は
、
時

代
に
遅
れ
な
い
た
め
の
変
革
が
求
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
自
覚
し
、
第
22
回
セ
ミ
ナ
ー
を
契

機
に
生
ま
れ
た
日
中
経
済
協
会
と
の
連
携
を

第 22 回日中民商事法セミナーの様子
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さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
、
日
中
の
交
流
に
さ
ら
な

る
貢
献
を
し
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

セ
ミ
ナ
ー
抄
録

開
会
あ
い
さ
つ

宮
原
賢
次
（
公
益
財
団
法
人

国
際
民
商
事
法
セ
ン
タ
ー
会
長
）

　

第
22
回
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
て
嬉
し
く
思

う
。
今
回
か
ら
法
律
関
係
に
加
え
て
「
ハ
イ
テ

ク
分
野
」
で
日
中
経
済
協
会
に
協
力
い
た
だ
く

こ
と
に
な
っ
た
。
最
初
に
「
一
流
の
ビ
ジ
ネ
ス

環
境
を
構
築
す
る
た
め
の
知
的
財
産
権
保
護
の

強
化
」に
つ
い
て
楊
潔
法
規
司
長
に
、続
い
て「
デ

ジ
タ
ル
経
済
協
力
の
新
領
域
開
拓
の
機
会
を
と

ら
え
る
」
と
題
し
て
、
任
志
武
副
秘
書
長
兼
ハ

イ
テ
ク
産
業
司
長
に
講
演
い
た
だ
く
。
管
轄
部

署
の
責
任
者
か
ら
直
接
事
情
を
お
聞
き
す
る
真

に
有
益
な
機
会
。
セ
ミ
ナ
ー
が
有
意
義
な
も
の

に
な
る
よ
う
祈
念
し
て
い
る
。

林
念
修
（
国
家
発
展
改
革
委

員
会
副
主
任
）

　

今
年
は
中
日
平
和
友
好
条
約
締
結
40
周

年
、
中
日
共
同
宣
言
発
表
20
周
年
、「
戦
略

的
互
恵
関
係
」
の
包
括
的
推
進
に
関
す
る
中

日
共
同
声
明
10
周
年
。
保
護
主
義
、
一
国
主

義
な
ど
が
台
頭
す
る
国
際
情
勢
下
で
両
国
は

協
力
し
て
、
と
も
に
直
面
す
る
課
題
に
挑
戦
し

て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
相
互
信
頼
と
互
恵
の

精
神
で
学
び
合
い
、
協
力
す
る
こ
と
で
、
中
日

関
係
は
新
た
な
未
来
を
切
り
開
く
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

　

今
回
の
テ
ー
マ
は
知
的
財
産
権
の
保
護
と

デ
ジ
タ
ル
経
済
の
発
展
の
二
つ
。
い
ず
れ
も
中

国
に
と
り
重
要
な
内
容
。
中
国
は
一
貫
し
て

知
財
保
護
を
重
視
し
て
い
る
。
中
国
の
知
的

財
産
権
制
度
は
大
き
な
進
展
を
遂
げ
、
主
だ

っ
た
国
際
条
約
へ
の
加
盟
も
果
た
し
た
が
、
依

然
、
改
善
す
べ
き
と
こ
ろ
が
残
さ
れ
て
お
り
、

引
き
続
き
知
財
権
の
保
護
シ
ス
テ
ム
形
成
を

急
い
で
い
る
。

　

デ
ジ
タ
ル
経
済
は
、
今
や
科
学
技
術
革
命
、

産
業
変
革
の
重
要
な
力
と
な
り
、
中
国
政
府

は
デ
ジ
タ
ル
経
済
を
重
要
な
戦
略
と
し
て
い

る
。
課
題
も
あ
る
が
、
チ
ャ
ン
ス
に
満
ち
た
分

野
で
あ
り
、
両
国
で
よ
り
突
っ
込
ん
だ
協
力
を

し
て
い
き
た
い
。

講
演
１
「
知
的
財
産
権
保
護
の
強
化  
一
流
の

ビ
ジ
ネ
ス
環
境
を
構
築
す
る
」

楊
潔
（
国
家
発
展
改
革
委
員
会

法
規
司
司
長
）

1
．知
財
権
保
護
の
法
律
制
度
・
体
系
の
確
立

　

三
つ
の
側
面
か
ら
話
す
。
第
一
の
側
面
は
、

中
国
は
既
に
知
財
権
保
護
制
度
の
体
系
を
構

築
し
て
い
る
と
い
う
点
。
関
連
す
る
法
律
・
法

規
の
制
度
も
健
全
な
方
向
に
来
て
い
る
。

2
．知
財
権
保
護
の
能
力
・
水
準
の
向
上

　

第
二
の
側
面
は
、
中
国
の
知
財
権
保
護
の

能
力
・
レ
ベ
ル
の
向
上
に
つ
い
て
で
、
４
つ
の

特
徴
が
あ
る
。

　

第
一
に
、
専
利
権
、
商
標
権
、
著
作
権
の

審
査
・
登
録
の
数
、
税
関
に
お
け
る
保
護
・

届
出
数
の
大
幅
な
増
加
。
第
二
に
、
行
政
的

な
法
執
行
能
力
の
向
上
。
第
三
は
、
司
法
保

護
制
度
が
整
備
さ
れ
、
強
化
さ
れ
た
こ
と
。
こ

の
ポ
イ
ン
ト
は
、
①
３
つ
の
知
的
財
産
権
法
院

と
、
15
の
知
的
財
産
権
法
廷
の
設
置
、
②
「
三

合
一
」
改
革
で
、
知
財
に
関
す
る
民
事
、
刑
事
、

行
政
裁
判
を
一
体
化
、
③
「
二
法
連
結
（
行

政
の
法
執
行
と
刑
事
司
法
の
連
結
）」
情
報
共

同
享
受
シ
ス
テ
ム
で
全
国
の
権
利
侵
害
情
報

を
共
有
化
、
④
知
財
の
技
術
調
査
官
制
度
の

導
入
、
の
４
つ
、
そ
し
て
第
四
の
特
徴
は
、
国

際
的
な
知
財
保
護
体
系
で
、
国
内
と
海
外
を

同
じ
基
準
で
守
っ
て
い
る
（
一
視
同
仁
）
こ
と
、

で
あ
る
。

3
．今
後
の
取
り
組
み

　

最
後
に
、
中
国
の
知
財
保
護
は
３
つ
の
部

分
で
ま
だ
不
十
分
。
法
整
備
が
新
し
い
業
態
、

ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
追
い
つ
か
な
い
こ
と
、
特

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
侵
害
行
為
に
対
す
る

法
執
行
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
こ
と
、
権
利
維

持
の
コ
ス
ト
が
高
い
こ
と
、
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
良
好
な
ビ
ジ
ネ
ス
環
境
の
た
め
に

重
要
と
の
認
識
の
下
、
知
財
保
護
を
一
層
強
化

し
、
権
利
侵
害
行
為
を
厳
し
く
処
罰
し
て
い
こ

う
と
し
て
い
る
。

コ
メ
ン
ト
１
：
熊
谷
健
一
（
明
治
大
学
大
学
院

グ
ロ
ー
バ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
科
教
授
学
長
室
専
門
員
）

　

司
法
で
中
国
の
研
究
者
が
関
心
を
持
っ
て

い
る
の
は
、
知
的
財
産
の
高
等
法
院
の
設
立
。

知
的
財
産
の
適
切
な
保
護
と
い
う
観
点
か
ら

重
要
と
い
う
。

　

今
は
、
中
国
も
知
的
財
産
権
侵
害
の
被
害

者
に
な
り
、
国
内
産
業
の
為
に
知
的
財
産
制

度
を
活
用
す
る
検
討
が
進
ん
で
い
る
と
の
話

が
あ
っ
た
。
関
心
を
持
っ
て
見
守
っ
て
い
き
た

い
。

コ
メ
ン
ト
２
：
小
野
寺
良
文
（
森
・
濱
田
松

本
法
律
事
務
所
北
京
事
務
所
首
席
代
表
弁
護
士
）

　

税
関
で
は
日
本
に
な
い
、輸
出
差
し
止
め
と
、

特
許
も
含
む
行
政
摘
発
と
い
う
制
度
が
特
徴

的
。「
三
合
一
」
は
世
界
で
も
な
か
な
か
な
い
、

面
白
い
取
り
組
み
だ
と
思
う
。

　

中
国
の
特
許
裁
判
は
司
法
鑑
定
方
式
で
、

1
人
の
鑑
定
人
で
決
ま
っ
て
し
ま
う
が
、
技
術

調
査
官
制
度
の
導
入
で
、
よ
り
公
平
な
技
術

的
立
証
活
動
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

特
許
法
の
改
正
案
で
懲
罰
的
損
害
賠
償
が

追
加
さ
れ
、
米
国
の
よ
う
な
高
額
賠
償
を
懸

念
す
る
方
も
い
る
が
、
中
国
の
実
額
賠
償
は
証

拠
法
則
が
厳
格
な
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
心
配
し
な

く
て
も
よ
い
と
考
え
る
。
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講
演
２
「
デ
ジ
タ
ル
経
済
協
力
の
新
領
域
開

拓
の
機
会
を
と
ら
え
る
」

任
志
武
（
国
家
発
展
改
革
委

員
会
副
秘
書
長 

兼
ハ
イ
テ
ク
産

業
司
司
長
）

1
．中
国
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
経
済
発
展
の
概

況
　

中
国
の
デ
ジ
タ
ル
経
済
の
規
模
は
27
兆
元
で

年
30
％
以
上
の
ペ
ー
ス
で
増
大
。
17
年
の
ｅ
コ

マ
ー
ス
の
売
上
高
は
29
兆
1
6
0
0
億
元
で

世
界
の
4
割
を
占
め
、
内
、
オ
ン
ラ
イ
ン
小
売

は
7
兆
2
0
0
0
億
元
で
、そ
れ
ぞ
れ
30
％
、

40
％
の
ペ
ー
ス
で
伸
び
て
い
る
。
モ
バ
イ
ル
決

済
は
中
国
人
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、

農
村
部
の
情
報
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
結
果
、
山

間
部
や
辺
鄙
な
地
域
の
貧
困
層
に
2
8
0
0

万
人
の
雇
用
機
会
を
創
出
し
た
。
そ
し
て
ス
マ

ー
ト
製
造
の
促
進
は
、
企
業
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
と
、伝
統
産
業
の
構
造
転
換
を
促
し
て
い
る
。

政
府
は
電
子
政
府
の
実
現
の
た
め
情
報
シ
ス
テ

ム
の
統
合
を
進
め
て
い
る
。

　

他
方
課
題
は
、
業
種
間
、
地
域
間
で
の
発

展
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
、
個
人
情
報
、
サ
イ
バ
ー

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
と
い
っ
た
問
題
に
よ
る
市
場
管

理
の
困
難
化
、
シ
ェ
ア
自
転
車
の
散
乱
な
ど
に

よ
る
法
律
・
政
策
整
備
へ
の
影
響
な
ど
で
あ
る
。

2
．中
国
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
経
済
発
展
の
主

な
施
策

　

政
府
は
デ
ジ
タ
ル
経
済
推
進
の
た
め
の
六
つ

の
政
策
措
置
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
①
ビ
ッ
グ

デ
ー
タ
の
発
展
促
進
。
②
ス
マ
ー
ト
都
市
の
健

全
な
発
展
の
促
進
。
③
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ

ラ
ス
」
を
推
進
す
る
ア
ク
シ
ョ
ン
。
④
製
造
業

と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
融
合
の
促
進
。
⑤
次
世

代
A
I
産
業
の
発
展
促
進
。
⑥
「
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
」
の
強
化
、で
あ
る
。

3
．中
日
の
デ
ジ
タ
ル
経
済
の
協
力

　

今
年
5
月
、
李
克
強
総
理
と
安
倍
首
相
は
、

日
中
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
対
話
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
構

築
を
加
速
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。
日
中
の

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
協
力
強
化
は
、
経
済
の
共
同

発
展
に
役
立
つ
。
デ
ジ
タ
ル
経
済
は
、
そ
れ
を

牽
引
す
る
エ
ン
ジ
ン
役
。

　

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
協
力
メ
カ
ニ
ズ
ム
構
築
の

目
的
は
、
企
業
間
の
実
務
協
力
の
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ム
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
り
、
部
門
間
、

チ
ャ
ネ
ル
間
、
ま
た
大
学
、
産
官
学
、
業
界

団
体
、
ビ
ジ
ネ
ス
界
、
経
済
団
体
が
共
に
参

画
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
形
成
し
て
い
く

こ
と
で
あ
る
。

コ
メ
ン
ト
１
：「Society 5.0
を
実
現
す
る

デ
ー
タ
活
用
推
進
戦
略
」

梶
浦
敏
範
（
株
式
会
社
日
立
製
作
所
上
席
研
究

員 

、
日
本
経
済
団
体
連
合
会
情
報
通
信
委
員
会
企
画

部
会
長
代
行
）

　

社
会
問
題
を
デ
ジ
タ
ル
の
力
で
解
決
し
て
い

く
姿
勢
は
日
本
と
同
じ
。
現
在
の
情
報
社
会

を
超
え
る
超
ス
マ
ー
ト
社
会
をSociety 5.0

と
呼
ぶ
。
そ
こ
で
は
、
情
報
社
会
（Society 

4.0

）
で
個
別
最
適
だ
っ
た
デ
ー
タ
活
用
が
、

社
会
レ
ベ
ル
で
全
体
最
適
化
さ
れ
る
。

　

デ
ジ
タ
ル
社
会
は
デ
ー
タ
が
重
要
だ
が
そ

の
ネ
ッ
ク
と
な
る
も
の
は
４
つ
。
①
必
要
な
デ

ー
タ
の
入
手
と
必
要
な
デ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
で

き
る
デ
ー
タ
流
通
の
仕
組
み
。
国
境
を
越
え
、

必
要
な
人
に
届
く
、
そ
う
い
う
イ
ン
フ
ラ
や
、

オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
。
②
入
手
し
た
デ
ー
タ
を

使
え
る
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
。
③
ビ
ジ
ネ
ス

と
し
て
持
続
で
き
る
こ
と
。
④
社
会
に
受
け

入
れ
ら
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

　

ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
に
至
る
道
、
産
学
協
働
、

国
際
連
携
な
ど
は
、
我
々
も
賛
同
す
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
活
用
の
議
論

を
、
国
境
を
越
え
て
行
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

コ
メ
ン
ト
２
：「
中
国
デ
ジ
タ
ル
経
済
の
現
状

と
日
中
協
力
の
可
能
性
」

雷
海
涛
（
桜
美
林
大
学
経
営
学
研
究
科
教
授
）

　

中
国
の
デ
ジ
タ
ル
経
済
が
大
き
く
発
展
し

た
の
は
、
大
体
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョッ
ク
以
降
。

　

フ
ァ
ー
ウ
ェ
イ
は
、
毎
年
売
上
の
10
～
15
％

を
研
究
開
発
に
投
入
し
て
い
る
。
ス
マ
ホ
の
シ

ェ
ア
は
、
現
在
は
1
位
サ
ム
ス
ン
、
2
位
ア
ッ

プ
ル
、
3
位
フ
ァ
ー
ウ
ェ
イ
。
た
だ
し
、
ア
ッ

プ
ル
がiO

S

や
ア
プ
リ
で
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

を
構
築
し
て
い
る
の
に
比
べ
、
フ
ァ
ー
ウ
ェ
イ
は

ま
だ
そ
こ
ま
で
至
っ
て
い
な
い
。

　

ア
リ
バ
バ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
プ
ラ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
・
ビ
ジ
ネ
ス
を
展
開
し
て
い
る
。

中
国
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
が
普
及
し
て
お
ら

ず
、
自
分
でAlipay
と
い
う
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
を
構
築
し
た
と
こ
ろ
が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
。

　

日
本
に
は
リ
ア
ル
デ
ー
タ
の
蓄
積
が
あ
る

が
、
ま
ず
知
財
保
護
が
必
要
で
、
そ
れ
か
ら

デ
ジ
タ
ル
経
済
の
日
中
協
業
が
進
む
。
ま
た
、

オ
ー
プ
ン
に
で
き
る
部
分
と
ク
ロ
ー
ズ
ド
で
し

っ
か
り
守
る
コ
ア
の
部
分
の
両
刀
使
い
が
必

要
。
世
界
で
は
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が

盛
ん
で
あ
り
中
国
も
オ
ー
プ
ン
＆
ク
ロ
ー
ズ
を

考
え
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

総
括

小
杉
丈
夫
（
公
益
財
団
法
人
国
際
民
商
事
法
セ
ン

タ
ー
理
事
・
松
尾
綜
合
法
律
事
務
所
弁
護
士
）

　

知
財
の
問
題
は
、
最
近
ま
で
中
国
は
デ
ィ
フ

ェ
ン
シ
ブ
な
発
言
が
多
か
っ
た
が
、
今
は
、
む

し
ろ
積
極
的
に
知
財
を
使
っ
て
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
を
進
め
、
中
国
市
場
だ
け
で
な
く
、
外
に

進
出
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
姿
勢
を

感
じ
た
。

　

デ
ジ
タ
ル
経
済
に
つ
い
て
も
、
中
国
か
ら
日

本
に
、
も
っ
と
一
緒
に
や
ろ
う
と
い
う
呼
び
掛

け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
日
本
が
呼
び
掛
け
に
ど

う
対
応
し
て
い
く
の
か
、
大
き
な
課
題
だ
と

思
う
。
さ
ら
に
は
「
一
帯
一
路
」
と
か
「
走
出

去
」
な
ど
、
中
国
の
外
で
も
一
緒
に
や
ら
な
い

か
、
と
い
う
大
き
な
話
に
つ
い
て
も
、
日
本
は

し
っ
か
り
と
考
え
て
対
処
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。

（
セ
ミ
ナ
ー
抄
録
ま
と
め 

藤
田
昌
和 

日
中
経
済

協
会 

調
査
部 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
担
当
部
長
）




